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目安制度によらない地域別最低賃金の大幅引き上げと 

中小企業への抜本的な支援を講じることを求める会長声明 

 

                     ２０２５年（令和７年）６月１７日 

 

兵庫県弁護士会 会 長  中  山  稔  規  

 

第１ 声明の趣旨 

１ 中央最低賃金審議会に対し、目安制度によることなく地域別最低賃金の大幅な

引上げを促すことを求める 

２ 兵庫県地方最低賃金審議会に対し、兵庫県地方最低賃金の大幅な引上げを答

申することを求める 

３ 厚生労働省に対し、最低賃金引上げに伴う中小企業への抜本的な支援を直ち

に講じるように求める 

 

第２ 声明の理由 

１ ２０２４年の兵庫県の最低賃金は１０５２円であったが，東京都は１１６３

円，兵庫県の隣接都市大阪府は１１１４円であり，兵庫県との最低賃金格差は

それぞれ１１１円（対東京都），６２円（対大阪）となった。 

この最低賃金格差は年々拡大しており，例えば，２０１１年には兵庫県の最

低賃金は７３９円、東京都は８３７円，大阪府は７８６円と、最低賃金格差は

あったものの，それぞれ９８円（対東京都），４７円（対大阪）であり、この

１３年の間に格差は１．１３倍以上（対東京都），１．３２倍以上（対大阪）

に拡大したのである。 

 しかし，地方においては、自動車保有による維持費用の支払を余儀なくされ

ることもあり、最近の調査では，都市部と地方との間で、地域別最低賃金を決

定する際の考慮要素とされる労働者の生計費にはほとんど差がないことが確認
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されている。 

とすれば，最低賃金の地域格差の解消に向け，地方の最低賃金を引き上げる

措置が取られるべきである。 

中央最低賃金審議会においては，毎年，地域別最低賃金額改定の目安につい

て答申がなされ，目安には，各都道府県に適用される目安のランクとして，Ａ

ＢＣの各ランクが設けられ，都道府県の経済実態に応じ，ランクごとに引上げ

額の目安が提示されている（以下，「目安制度」という。）。そして，各地方

最低賃金審議会が，この答申を参考にしつつ調査，審議・答申を行い，各都道

府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなるが，昨年､目安制度で B

ランクとされる自治体の実に半数が、目安額をそのまま採用した結果、A ラン

クとの格差は解消しなかった。 

このように、目安制度は、現在、却って最低賃金の地域格差解消を妨げてい

るのが実情である。 

兵庫県においても，目安制度でＢランクとされ，最低賃金は１０５２円と、

全国加重平均である１０５５円をも下回り、Ａランクの大阪府との地域格差が

維持される状態が続いてきた。しかも，上述のとおり，格差は年々拡大してい

る。兵庫県においても、それぞれの地域の賃金事情を過度に考慮することなく、

大幅な最低賃金の引上げをして，Ａランクである大阪府などとの格差を解消す

ることが必要であるが，それがかなわなかった実情がある。 

よって，中央最低賃金審議会は、目安制度による地域別最低賃金額改定をは

かるのではなく、全ての地域に対し、現在のＡランクとの格差の解消に向けた

地域別最低賃金の大幅な引上げを促すことが今こそ必要である。 

 

 

 ２ 次に，昨今の経済実態からみても，兵庫県の最低賃金は，大幅な引上げが求

められる。 

昨年に比べ、食料品や光熱費など生活関連商品やサービスの価格は、なお一
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層上昇し続けており，２０２０年（令和２年）基準の消費者物価指数の２０２

４年（令和６年）３月分の総合指数は１１１．１（生鮮食品の指数は１３４．

０）であり、前年同月比３．７％（生鮮食品は１８．８％）の上昇が確認され

ている。 

   現在の兵庫県の最低賃金額１０５２円では、フルタイム（１日８時間、週４

０時間、月１７３時間）で働いたとしても、月収約１８万１９９６円、年収約

２１８万円程度に止まる。主食の米の価格が２倍以上に高止まりし、その他の

生活必需品の物価も軒並み上昇している中、政府からの実効的な生活支援がな

されない現状にみれば、単身者の生活費として必ずしも十分な収入であるとは

いえず、ましてや、子どもを育てることは到底困難である。 

そもそも、最低賃金は、「健康で文化的な最低限度の生活」を営むために必

要な最低生計費を下回ることは許されない。 

よって，当会は，今年度の兵庫県地方最低賃金審議会において、消費者物価

指数の上昇率もふまえ、全ての労働者の生活を保障するため、昨年を上回る大

幅な引上げの答申がなされることを求める。 

 

 ３ 一方で、最低賃金の引上げにあたっては、現実に労働者に賃金を支払ってい

る事業者、特に中小企業に対する手厚い支援が必要不可欠である。 

   厚生労働省が実施する最低賃金引上げのための支援策である事業者に対する

業務改善助成金の制度は、実際に支援されるか不透明なまま、事業者が設備投

資を行わなければならず、利用数が伸びない状況が続いている。賃上げ促進税

制も、青色申告事業者を対象としているため、支援としては不十分である。こ

のことは、賃上げを促すためには国の支援が不十分であるとして、引上げ後の

賃金水準を１年間続けることを条件として、賃上げ分の半額を補助する独自の

賃上げ支援金制度を設ける自治体も生じていることからも明らかである。 

   我が国の経済を支えている中小企業が、最低賃金を引き上げながら、円滑に

事業を継続できるように、現在の制度に加え、社会保険料の負担軽減策や税の
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負担軽減策が直ちに必要である。 

 

 ４ 以上のとおり、当会は、中央最低賃金審議会に対し、目安制度にかかわらず、

物価上昇に対応できる程度の地域別最低賃金の大幅な引上げを地方最低賃金審

議会に促すこと、また，兵庫県地方最低賃金審議会に対し、昨今の物価上昇の

中、健康で文化的な生活を確保できる大幅な最低賃金の引上げの答申を行うこ

とをそれぞれ求めるとともに、厚生労働省に対し、従前の制度にかかわらず、

最低賃金引上げに伴う中小企業に対する抜本的な支援を直ちに講じるように求

める次第である。 

以   上 

 


